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（１）処分を行う場合 
   地下浸透水の浸透があったことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、または生ずるおそれがあると認めるときは、その被害

を防止するために必要な限度において、相当の期限を定めて処分を行う。 
 
（２）処分の内容、程度 
   当該特定事業場の設置者（相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。）に対し、地下水の水質浄化のための措置を
講ずべきことを命ずる。 

   必要に応じ、地下浸透水の浸透があった時において当該特定事業場の設置者であった者（相続、合併又は分割によりその地位を
承継した者を含む。）に対して、地下水の水質浄化のための措置を講ずべきことを命ずる。 
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２ 弁明の機会の付与 
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